
 

しょうけい館資料貸出規程 

 

                          平成１８年 ３月２１日 制 定 

                           平成２０年 ４月 １日一部改正 
平成２８年 ４月 １日一部改正 
令和 元年 ７月 １日一部改正 

                              令和 ２年１２月 １日一部改正 
                
（目 的） 

第１条 この規程は、しょうけい館（以下「館」という。）が所有する実物資料、映像・音響資料及び

図書資料の貸出に関して必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（承 認） 

第２条 事務局長が学術研究、一般公衆に対する教育活動若しくは館の広報普及の上で適当と認める場

合には、著作権法及び資料の提供先との契約の範囲内において問題がない場合は、条件を附し

て資料の貸出を認めることができる。 
 
（申請者） 

第３条 資料の貸出を申請できる者は、原則として国又は地方公共団体及び公益法人又はこれ    

に準ずる団体とする。ただし、事務局長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 
 
（手続き） 

第４条 資料の貸出を受けようとする者は、別紙様式第１号による「資料借受申請書」を提出し承認を

受けなければならない。 

    ２ 事務局長が資料の貸出を承認する場合は、別紙様式第２号による「資料無償貸出承認書」を交

付して行うものとする。 

  ３ 資料の貸出に関しては、別紙様式第３号による「借受書」と引き換えに授受を行うものとする。 
 
（期 間） 

第５条 資料の貸出期間は原則として３カ月以内とする。ただし、事務局長が特に必要と認めた場合は、

貸出日から１年を越えない期間を限度として延長することができる。 
 
（貸出資料の保管） 

第６条 第４条第２項及び第３項の規定により貸出された資料（以下「貸出資料」という。）は、貸出

を受けた者（以下「利用者」という。）が責任をもって保管しなければならない。 
 
（貸出資料の返還） 

第７条 利用者は、貸出期間が終了したときは、貸出資料を速やかに返還しなければならない。    
２ 貸出資料は、館の都合により貸出期間中といえども返還させることができる。 
３ 利用者は、前２項の規定により貸出資料を返還するときは、「資料無償貸出承認書」も同時に

返納しなければならない。 

  ４ 利用者は、利用者の管理不足や不注意による貸出資料の破損又は亡失が生じた場合には、利用

者の責任において貸出資料の再調達や修復、又は再製作のための費用を全額負担し償うものと

する。 
 
（事 務） 

第８条 資料の貸出についての事務は学芸員が行う。 

 

（附 則） 

 この規程は、令和２年１２月１日から施行する。 

 



 

様式第１号 

資料借受申請書 

 

令和  年  月  日 

 

     しょうけい館事務局長 殿 

                                             
申 請 団  体 

名  称 

代表者名               印 

住  所 

電  話 

申請者名              印 

 

 

    貴館所蔵の資料を借受けたく、下記のとおり申請します。 

 

記 
 

１ 資料名 

 

２  使用目的 
 

３ 使用場所 
 

４  使用計画 

（１）使用方法 

                                

（２）管理方法 

    

（３）授受・返納方法 

５ 借受希望期間 令和  年  月  日（ ）～令和  年  月  日（ ） 

６ 参考事項 

   （施設概要等） 

 

 
 
  


